
別記第１号様式（第３条第２項関係）

年 月 日

法務局長 殿

法務局 支局（出張所）
遺言書保管官 職印

報 告 書

当庁遺言書保管官交替による事務の引継ぎに伴い，遺言書，遺言書保管ファイル，
申請書等及び撤回書等その他の帳簿等の調査をしたので，その結果を下記のとおり報
告します。

記

別記第２号様式（第７条第２項関係）

年 月 日

法務局長 殿

法務局 支局（出張所）
遺言書保管官 職印

持 出 報 告 書

遺言書保管事務取扱手続準則第７条第１項の規定により下記のとおり報告します。
記

持ち出した書類等
持ち出した理由
持 出 場 所
書 類 等 の 現 況



別記第３号様式（第１２条第１項第１号関係）
帳 簿 保 存
の 名 称 年 限
年 度 番 号 冊 数 保存終期 廃棄年月日 備 考

別記第４号様式（第１２条第１項第２号関係）

進行番号 書類の日付 書類の内容 備 考
受 領 又 は 書類の発送者
発送の月日 又は受領者

別記第５号様式（第１２条第１項第３号関係）
年月日 受入枚数 払出枚数 残枚数 印 備考

別記第６号様式（第１２条第２項関係）
遺 言 書 保 管 帳 簿

年 度 年度
保存簿番号 第 号 保存終期 年 月 日
名 称

庁 名
法務局 支局（出張所）



別記第７号様式（第１４条関係）

年 月 日

法務局長 殿

法務局 支局（出張所）
遺言書保管官 職印

帳簿等の廃棄・消去認可申請書

次（又は別紙目録）の帳簿等は，保管期間又は保存期間を経過したので，廃棄又は
消去について認可されるよう申請します。

目 録

保管（保存）始期冊 数
保管 保存（ ）

年 度 名 称 又は 備 考
保管（保存）終期件 数

期間

別記第８号様式（第１８条関係）

原 本 還 付





別記第１０号様式（第２２条第１項関係）

決 定

住 所
申請人

年 月 日付けの申請事件は，以下の理由により，法務局における
遺言書の保管等に関する政令第２条第 号の規定に基づき却下します。
なお この処分に不服があるときは いつでも 当職を経由して 何法務局長 又， ， ， ， （

は地方法務局長）に対し，審査請求をすることができます（法務局における遺言書
の保管等に関する法律第１６条第１項 。）
おって，この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には，この処分の

通知を受けた日から６月以内（通知を受けた日の翌日から起算します ）に，国を。
被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります ，提起しなけ。）
ればなりません（なお，処分の通知を受けた日から６月以内であっても，処分の日
から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので
御注意ください 。ただし，処分の通知を受けた日の翌日から起算して６月以内。）
に審査請求をした場合には，処分の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の
送達を受けた日から６月以内（送達を受けた日の翌日から起算します ）に提起し。
なければならないこととされています。

年 月 日

法務局 支局（出張所）
遺言書保管官 職印

却下理由

（注）１ 却下理由は，具体的かつ詳細に記載すること。
２ 年月日は，決定書作成の日を記載すること。



別記第１１号様式（第３７条第３項関係）

年 月 日

殿

法務局 支局（出張所）
遺言書保管官 職印

通 知 書

下記の 年 月 日付けの申請事件についてされた審査請求は，理由が
あると認め，下記のとおりの処分をしたので，通知します。

記
１ 申請人の氏名
２ 申請人の住所
３ 処分の内容（具体的かつ詳細に記載すること ）。

別記第１２号様式（第３７条第５項関係）

年 月 日

法務局長 殿

法務局 支局（出張所）
遺言書保管官 職印

報 告 書

年 月 日付けの申請事件の却下決定に対し審査請求があり，その審
査請求を理由があると認めたので，下記のとおり処分をしました。

記
１ ○○（具体的かつ詳細に記載すること ）。



別記第１３号様式（第３８条第１項関係）

年 月 日

法務局長 殿

法務局 支局（出張所）
遺言書保管官 職印

意 見 書

年 月 日付けの申請事件の却下処分について，別紙のとおり審査請
求があったが，本件審査請求は，下記のとおり理由がないと認められるので，審査請
求書の正本及び関係書類を添えて事件を送付します。

記
１ ○○（具体的かつ詳細に記載すること ）。

別記第１４号様式（第３８条第４項関係）

年 月 日

審理員 殿

法務局長 職印

送 付 書

年 月 日付けの申請事件の却下処分に関する審査請求について，法
務局における遺言書の保管等に関する法律第１６条第４項の規定に基づき，審査請求
書及び関係書類を添えて，遺言書保管官の意見を送付します。



別記第１５号様式（第３９条第２項関係）

裁 決

住所
審査請求人

年 月 日付けの申請事件の却下処分に関する審査請求について，
次のとおり裁決します。
なお，この裁決につき取消しの訴えを提起しようとする場合には，この裁決の送

達を受けた日から６月以内（送達を受けた日の翌日から起算します ）に，国を被。
告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります ，提起しなければ。）
なりません（なお，裁決の送達を受けた日から６月以内であっても，裁決の日から
１年を経過すると裁決の取消しの訴えを提起することができなくなりますので御注
意ください 。。）

１ 主文
２ 事案の概要
３ 審査関係人の主張の要旨
４ 理由（主文が審理員意見書と異なる内容である場合には，異なることとなった
理由を含む ）。

年 月 日

法務局長 職印



別記第１６号様式（第４２条第１項関係）

証明年月日 証明番号

再 使 用 証 明 申 出 書

印 紙 の 金 額 金 円

券 面 額 枚 数 金 額

円 枚 円

円 枚 円

円 枚 円

印 紙 円 枚 円

円 枚 円

円 枚 円

円 枚 円

合 計 枚 円

申請又は請求の年月日 年 月 日

備 考

上記のとおり収入印紙の再使用につき申出をします。

年 月 日

申請人又は請求人 住所
氏名又は名称

法務局 支局（出張所） 御中

（注）申請人又は請求人の署名又は記名押印を要する。

別記第１７号様式（第４２条第１項関係）

証第 号
金 円也

本日から１年以内再使用できることを証明する
法務局 支局（出張所）

遺言書保管官
年 月 日 ㊞




